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「ブラック企業」の定義と 

労働行政の対応  

◆「ブラック企業」の定義は？ 
最近、マスコミ等で大きな話題となっ

ている「ブラック企業」ですが、「労働法

令を遵 守せず、労働 者の人 格を著しく

無視したかたちで働かせている企業」、

「違 法 な長 時 間 労 働 や賃 金 不 払 い残

業があり、離職 率が極端に高い企業」、

「就職したらひどい目にあうので避けた

方がよい企業」などと定義されているよ

うです。 

◆勤務先はブラック企業？ 
先日、連合総研が 10 月初旬に実施

した「勤労者の仕事と暮らしについての

アンケート調査」（首都圏・関西圏に居

住し民間企業に勤務する 20～64 歳の

人 2,000 名が回答）の結果が発表され

ました。 
この調査で、「あなたの勤め先は『ブ

ラック企業』にあたると思いますか」と質

問したころ、「そう思う」と回 答した人は

17.2％でしたが、若者世代ほど「そう思

う」と回答した割合が多い結果となりま

した（20 代：23.5％、30 代：20.8％、40
代 ： 15.4 ％ 、 50 代 ： 11.2 ％ 、 60 代 ：

9.0％）。 

 

◆厚労省が実施した 
電話相談の結果  

厚生労働省では「ブラック企業」とい

う言 葉 は使 わずに、「若 者 の使 い捨 て

が疑われる企業」と呼んでいますが、今

年 ９月 を「過 重 労 働 重 点 監 督 月 間 」と

定め、過重労働が行われている疑いの

ある事業所に対して重点的に指導・監

督を行いました。 
同省が９月１日に実施した無料電話

相談には全国から 1,042 件の相談が

寄せられたとのことで、相談内容（複数

回答）は上位から、（１）賃金不払 残業

（53.4％）、（２）長時間労働・過重労働

（ 39.7 ％ ） 、 （ ３ ） パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト

（15.6％）だったそうです。 
なお、相談者が勤務している業種は、

「製造業」（20.4％）と「商業」（19.9％）

で約４割を占めました。 

◆労基署の調査、監督指導  
厚生労働省は「労働条件の確保・改

善対策」を重点施策として挙げており、

今後も、労働法令を遵守しない企業に

対する監督指導の強化傾向は続くもの

と思われます。 
労働基準監督署による調査や監督指

導は、労働者や退職者からの情報提

供をきっかけに行われるケースも多い

ので、労働者等から「ブラック企業」との

イメージを持たれることのないよう、労

務管理上、万全の対策をとっておく必

要があります。 
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